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つくばみらい市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１１月１２日（月）午後１時３０分から午後２時０８分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎３階 全員協議会室 

 

３．出席者 

  農業委員（１０人）  

 会   長  ６番 齊 藤 常 夫 

 会長職務代理者  ５番 中 山 雅 史 

委   員  １番 谷 口 眞 一 

 委   員  ２番 菊 地 典 夫 

 委   員  ３番 豊 島 利 夫 

 委   員  ４番 栗 原 哲 

 委   員  ７番 羽 田 茂 

 委   員  ８番 宮 田 一日出 

 委   員  ９番 飯 泉 秀 夫 

 委   員 １０番 矢 口 剛 

 

   農業委員会事務局職員（３人） 

  事 務 局 長   古 谷 隆 夫 

  事務局長補佐   石 神 正 夫 

 主   査    大久保慎太郎 

 

４．欠席委員 

なし 

 

５．傍聴者 

なし 

 

６．議案 

  議案第１号  農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

  議案第２号  農地法第４条の規定による許可について 

議案第３号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について 

  議案第４号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（利用権設定） 

 議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（中間管理事業） 
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  議案第６号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

         農用地利用配分計画（案）の意見聴取について 

 

  報告事項 

①農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する 

 専決処分について 

②農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について 

                        

７．会議の概要 

 

 １．事務局（古谷事務局長）    

定刻となりましたので，平成３０年１１月定例総会を開催いたします。 

皆様方には携帯電話等につきまして，電源を切るか，マナーモードにしていただき 

ますようお願いいたします。 

それでは，はじめに齊藤会長より皆様にご挨拶申し上げます。 

     

 １．議 長（齊藤会長） 

お忙しい中，１1月の定例総会にご出席を頂き有難うございます。 

総会の開催にあたり，一言ご挨拶申し上げます。 

１０月１６日に，茨城県農業会議主催の農業委員会会長・事務局長会議があり，私 

と古谷事務局長が出席してきましたので，その報告をしたいと思います。 

主な議題は，一つ目は平成３０年度下半期の事業推進について，二つ目は農地利用 

実態把握調査の推進についてであります。 

１点目の下半期の事業推進については，平成３０年度の重点事項として６項目をあ 

げて取り組んでいますが，下半期も継続して取り組むことになります。 

２点目の農地利用実態把握調査については，茨城県の方針・指示で，平成３０年度 

から３年かけて全筆調査をすることになっていますが，１０月時点で全筆調査実施済 

が３市町村，一部調査済が２１市町，調査未実施が２０市町村となっています。今後 

とも，全筆調査の取り組みを強化していくことが確認されました。 

当市は，３０年度は準備期間として，３１年度から具体的な取り組みを進めること 

にしていました。現在事務局では３１年度から実施できるよう，予算の確保に向けて 

取り組んでいるところです。 

農業委員・農地利用最適化推進委員の皆さんには，３１年度から精力的に取り組ん 

で頂きたいと思います。 

さて，本日の総会は，議案６件と報告事項２件となっています。皆様の慎重な審議 

をお願いしまして，簡単ですが挨拶と致します。 
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どうぞよろしくお願いいたします。 

 

１．事務局（古谷事務局長） 

   ありがとうございました。 

   本日の出席委員は，農業委員１０名中１０名であります。委員の出席人数が定足数 

に達しておりますので，会議は成立しております。 

   それでは，つくばみらい市農業委員会会議規則第４条の規定により，議長は会長が 

務めることとなっておりますので，議事進行は齊藤会長にお願いいたします。 

   よろしくお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，暫時議事を進めさせていただきます。 

   まず，議事録署名委員の選出ですが，私，議長にご一任していただくことにご異議 

はありませんか。 

   （異議なしの声） 

   異議なしの声がございましたので，異議なしと認め指名させていただきます。 

   ９番飯泉委員，１０番矢口委員を議事録署名委員に選出いたします。 

   よろしくお願いいたします。 

   書記については，事務局でお願いします。 

   それでは，議案審議に入らせていただきます。議案第１号「農地法第５条の規定に 

  よる権利の設定，移転の許可について」を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保主査） 

   はい。議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」 

をご説明いたします。 

今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は２件となっております。 

１ページをご覧ください。 

受付番号１番，申請理由は太陽光発電設備設置のための賃貸借となっております。 

申請地は，台字二本松６８１番２，地目は登記，現況とも畑，面積は１，０２４㎡ 

でございます。事業計画につきましては，別紙の参考資料をご覧ください。 

続きまして受付番号２番，申請理由は自己住宅建築のための売買となっております。

申請地は，台字宝木山坪４５０番３，地目は登記，現況とも畑，面積は８０㎡，台字 

宝木山坪４５０番１０，地目は登記，現況とも畑，面積は３０４㎡，合計２筆３８４ 
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㎡でございます。 

 以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  事務局の説明が終わりましたので，現地確認及び書類審査の報告をお願いします。 

  １番谷口委員よりお願いいたします。 

 

 １．谷口委員 

   はい。私から議案第１号の農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可につ 

いて，ご報告をいたします。 

１１月５日午後１時３０分より行いました書類審査，現地調査について，報告いた 

します。当日は，飯泉委員，栗原委員と私，事務局より石神補佐，大久保主査の５名 

で行いました。 

  受付番号１番，地図は２ページになります。 

現地は，つくばみらい消防署東部出張所の裏手になります。以前にブルーベリーの 

栽培で畑にチップを入れるという案件がありましたが，その場所のすぐ脇になります。 

現地は白菜が栽培されておりました。 

申請地の農地区分は，住宅等が連たんしており，土地改良事業が行われていない農 

地規模が１０ｈａ未満の区域に位置する小集団の農地であるため，２種農地と判断い 

たします。 

別紙の参考資料にもありますが，発電量は４９．５ｋｗで３００ｗパネル２６８枚， 

パワーコンディショナーを９基設置する計画となっております。 

経済産業省及び東京電力との調整も終了しており，２種農地における再生可能エネ 

ルギー発電設備の建設のための許可要件を満たしていると考えます。 

続きまして受付番号２番，地図は３ページになります。 

申請地は宝木山集落の集落センターの北側になります。きれいに整地されておりま 

した。 

申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農 

地であるため１種農地と判断いたします。 

申請者は，申請地２筆３８４㎡及び宅地１筆１２１．０６㎡の合計３筆 

５０５．０６㎡を利用し，自己住宅を建築する計画となっております。 

関係法令との調整も行っており，自己住宅を建築するための許可要件を満たしてい 

ると考えます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 
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以上でございます。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございました。 

調査部会の報告が終わりましたので，これより審議に入ります。 

  まず，受付番号１番につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  ないようですので，受付番号２番についてご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

 ないようですので，採決いたします。 

議案第１号について原案の通り許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

 ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続いて，議案第２号「農地法第４条の規定による許可について」を議題といたしま 

す。 

事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

  はい。 

   議案第２号「農地法第４条の規定による許可について」をご説明いたします。 

今月の農地法第４条の規定による転用許可申請は１件となっております。 

４ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は自己住宅の建築となっておりま 

す。申請地は，豊体字豊体１０６番１，地目は登記，現況とも畑，面積は３３０㎡で 

ございます。 

以上です。 
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１．議 長（齊藤会長） 

   それでは，続いて書類審査と現地調査の結果を報告いただきたいと思います。 

  １０番矢口委員よりお願いいたします。 

 

 １．矢口委員 

  はい。 

  １１月５日午前９時より，事務局から石神局長補佐，大久保主査，宮田委員，豊島 

委員，私で行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

受付番号１番，地図は５ページになります。 

現地は，豊体の十字路を守谷方面に１．５キロメートルほど行った右手にある畑で 

す。 

申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農 

地であるため１種農地と判断いたします。 

申請者は，現在，隣接地にある住宅に住んでおりますが，老朽化のため，申請地 

３３０㎡を利用し，自己住宅を建て替える計画となっております。 

関係法令との調整も行っており，自己住宅を建築するための許可要件を満たしてい 

ると考えます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございました。 

書類審査及び現地調査の報告が終わりましたので，これより審議に入ります。 

  議案第２号につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

 ないようですので，採決いたします。 

議案第２号について原案の通り許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

  （全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

 ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第２号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 
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１．議 長（齊藤会長） 

続きまして，議案第３号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」 

を議題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

   はい。議案第３号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」をご説 

明いたします。 

今月の農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請は６件となっております。 

６ページをご覧ください。 

受付番号１番，申請地は豊体字豊体６４１番，地目は登記，現況とも畑，面積 

４９５㎡の小作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号２番，申請地は中平柳字中平耕地１０６１番，地目は登記，現 

況とも田，面積３，０００㎡，中平柳字中平耕地１０７７番，地目は登記，現況とも 

田，面積５，７０５㎡，下平柳字裏畑６３４番１，地目は登記，現況とも畑，面積 

４５９㎡，下平柳字裏畑６４３番，地目は登記，現況とも畑，面積８３９㎡，下平柳 

字下平耕地１２２８番，地目は登記，現況とも田，面積１，９２７㎡，下平柳字東 

１３５２番，地目は登記 畑，現況田，面積２，０９０㎡，合計６筆１４，０２０㎡ 

の自作地，契約内容は贈与となっております。 

続きまして受付番号３番，申請地は中原字中原２３０番１３，地目は登記山林，現 

況畑，面積９９１㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号４番，申請地は南字大堀２４１２番，地目は登記，現況とも田， 

面積８２０㎡，南字立下２６１２番，地目は登記，現況とも田，面積２，７６０㎡， 

合計２筆３，５８０㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号５番，申請地は下長沼字東屋敷付２２番１，地目は登記，現況 

とも畑，面積９７５㎡，下長沼字東屋敷付２１番１，地目は登記，現況とも畑，面積 

１，４５７㎡，下長沼字西１０５７番，地目は登記，現況とも田，面積３，０７０㎡， 

合計３筆５，５０２㎡の小作地，契約内容は贈与となっております。 

続きまして受付番号６番，申請地は台字鍋底２２４１番，地目は登記，現況とも畑， 

面積３，２１３㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

農地法第３条第２項各号につきましては，別紙「農地法第３条調査書」をご覧くだ 

さい。 

以上です。 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，続いて書類審査と現地調査の結果を報告いただきたいと思います。 

  まず，伊奈地区について３番の豊島委員よりお願いいたします。 

 

 １．豊島委員 

  はい，それでは１１月５日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたしま 

す。 

当日は午前９時から宮田委員，矢口剛委員，事務局からは石神補佐，大久保主査そ 

して私の５名で実施しました。 

受付番号１番，地図は８ページになります。 

申請地は豊体の丸松会館の南方に位置しており，申請者の自宅も近くにあり，これ 

までも小作地として使用していたようできれいに管理されていました。 

申請者は，自作地と借入地あわせて約１０７アールを耕作しており，常時従事者は 

２名で，水稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，１筆４９５㎡で規模拡大のため売買により譲り受け， 

野菜を作付する予定です。 

続きまして受付番号２番，地図は９ページになります。 

親戚の方への贈与となりますが，以前から申請者が管理等をされていたようです。 

申請地は，岡堰に近い中平柳地区と下平柳地区の境界に位置しており，６４３番， 

１０６１番，１２２８番，１３５２番は隣の耕地と一体的に作付けされており，どの 

耕地も耕起されてきれいに管理されていました。 

申請者は，自作地と借入地あわせて約４１９アールを耕作しており，常時従事者は 

２名で，水稲・麦を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，３筆１０，６３２㎡と登記現況とも畑，２筆 

１，２９８㎡と登記 畑，現況田２，０９０㎡の合計６筆１４，０２０㎡を規模拡大 

のため贈与により譲り受け，水稲・麦を作付する予定です。 

以上のことから，１番，２番については，農機具等も所有しており，農地法第３条 

第２項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考えますので， 

許可しても差し支えないと思われます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，谷和原地区について，９番飯泉委員よりお願いいたします。 
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 １．飯泉委員 

  はい。９番飯泉です。 

１１月５日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

当日は，谷口委員，栗原委員と私飯泉，事務局からは石神局長補佐，大久保主査の 

５名で行いました。 

受付番号３番，地図は１０ページになります。 

申請地は中原地区の東京電力常総変電所の近くにある畑になります。 

譲受人は旧来は建設業を営んでおりましたが，引退しまして現在は農業を営んでい 

ると思います。 

申請者は自作地約１８１アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記 山林，現況 畑，９９１㎡を規模拡大のため売買により譲り受け， 

野菜を作付する予定です。 

今回の申請地の前後に既に所有する農地がありまして，それに付随して今回の申請 

地を譲り受けるものです。現地は芝が栽培されていました。 

続きまして受付番号４番，地図は１１ページになります。 

申請者は自作地約１５８アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも田，２筆３，５８０㎡を規模拡大のため売買により譲り受 

け，水稲を作付する予定です。 

地図の方で，２６１２番は現在作付けされた耕作地になっております。それから 

２４１２番につきましては，荒地のような状態でした。 

続きまして受付番号５番，地図は１２ページになります。 

申請者は，借入地約６８アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，野 

菜の作付をしている農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，２筆２，４３２㎡と登記現況とも田，３，０７０㎡の 

合計３筆５，５０２㎡を規模拡大のため贈与により譲り受け，野菜を作付する予定で 

す。 

こちらの申請者は，つくばみらい市の農業次世代人材投資資金の交付を受けており 

まして，この交付要綱により親から借り受けている農地の贈与を受けなければならな 

いことから，今回の申請に至ったものです。詳しくは事務局より説明をいただければ 

と思っております。 

続きまして受付番号６番，地図は１３ページになります。 
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申請者は，自作地約１８３アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で， 

水稲・野菜を作付する農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，１筆３，２１３㎡を規模拡大のため売買により譲り受 

け，野菜を作付する予定です。 

以上のことから，受付番号３番から６番については，全員が農機具等も所有してお 

り，農地法第３条第２項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしている 

と考えますので，許可しても差し支えないと思われます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい。ありがとうございました。 

   只今ご報告がありました，受付番号５番について事務局より補足の説明をお願いし 

ます。 

 

１．事務局（大久保主査） 

   はい。先程飯泉委員から報告がありました，つくばみらい市農業次世代人材投資資 

金交付要綱ですが，要件がいくつかありまして，年齢が４５歳未満の方が対象となり 

ます。農地については交付対象者が利用権で借りている場合で，親族からの借り入れ 

の場合には交付期間中に所有権を交付対象者に移転することを条件としておりまして， 

今回申請となったものです。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   只今の説明について，質問等ございますか。 

   （挙手あり） 

   はい，矢口委員。 

 

 １．矢口委員 

   もう少し具体的に説明をいただけますか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   事務局お願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

   はい。この資金の交付を受けるために，親から利用権で農地を借りていて，その農 
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地でハウストマトの栽培，それと梨の栽培もされている方です。親から農地を借りて 

いる場合には交付期間中に所有権を移転することを条件として資金の交付を受けてい 

ますので，間もなく交付期間が切れてしまう時期が来たということで今回申請された 

ということです。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   はい，いかがでしょうか。 

   （挙手あり） 

   飯泉委員どうぞ。 

 

１．飯泉委員 

   はい。補足させていただきますと，以前は新規就農者交付金ということで，年間 

１５０万円程が新規就農者へ交付されていたということですが，名称が変わったと聞 

いております。そういった性質の資金だということです。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   よろしいでしょうか。 

   （矢口委員頷く） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは現地確認，書類審査の報告と事務局からの補足説明も終わりましたので， 

審議いたします。 

まず，受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，受付番号２番につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，受付番号３番につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 
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   続いて，受付番号４番につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，受付番号５番につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，受付番号６番につきまして，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，採決いたします。 

   議案第３号について，原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。 

   全員賛成により，議案第３号は原案どおり許可することに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

 用集積計画の決定について（利用権設定）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。 

   議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

決定について（利用権設定）」を１４ページの総括表によりご説明いたします。 

   まず，新規案件といたしまして，田が２４筆で，７７，０８７㎡，畑が６筆で， 

９，４９７㎡，合計３０筆，８６，５８４㎡。貸し手が９人で，借り手が７人となり 

ます。次に更新案件ですが，田が９筆で，２１，６５２㎡，畑が９筆で，４，５５１ 

㎡，合計１８筆で２６，２０３㎡。貸し手が５人で，借り手が５人となります。合計 

では，田が３３筆で，９８，７３９㎡，畑が１５筆で，１４，０４８㎡，合計４８筆 

で，１１２，７８７㎡です。貸し手が１４人で，借り手が１２人となります。 
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詳細につきましては，１５ページから１７ページの農用地利用権設定計画一覧をご 

覧ください。 

   以上となります。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，それでは審議いたします。 

   こちらの議題は，受付番号４１番から４８番については，中山職務代理者が議事参 

与となりますので，２つに分けて審議してまいります。 

まず，１番から４０番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

質問がないようですので，採決いたします。 

   議案第４号について，受付番号１番から４０番について原案のとおり許可すること 

に賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございます。 

全員賛成により，議案第４号受付番号１番から４０番については原案のとおり許可 

することに決定いたしました。 

   続いて，受付番号４１番から４８番について審議いたします。中山職務代理者の退 

席を求めます。 

（中山会長職務代理者退室） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   はい，それでは審議いたします。 

   受付番号４１番から４８番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

（挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

質問がないようですので，採決いたします。 

   議案第４号，受付番号４１番から４８番について原案のとおり許可することに賛成 

の方の挙手をお願いします。 
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   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございます。 

全員賛成により，議案第４号受付番号４１番から４８番については原案のとおり許 

可することに決定いたしました。 

中山職務代理者の入室を許可します。 

（中山会長職務代理者入室） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   以上により，議案第４号はすべて原案のとおり許可することに決定いたしました。 

議案の（案）を削除願います。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集 

  積計画の決定について（中間管理事業）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。 

   議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

  決定について（中間管理事業）」を１８ページの総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が４筆で，１０，４９１㎡，畑が２筆で，２，５７７ 

㎡，合計６筆で，１３，０６８㎡となります。貸し手が４人，借り手が１団体となり 

ます。 

   詳細につきましては，１９ページをご参照ください。 

   以上です。 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，こちらは一括して審議いたします。 

   議案第５号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 
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質問がないようですので，採決いたします。 

   議案第５号について，原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございます。 

全員賛成により，議案第５号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定 

による農用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。２０ページをご覧ください。 

   議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 

  用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が５筆で，１１，６８１㎡，畑が２筆で， 

２，５７７㎡，合計７筆で，１４，２５８㎡となります。貸し手が５人，借り手が３団

体となります。こちらにつきましては，市から意見を求められているものです。 

   詳細につきましては，２１ページをご参照ください。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，審議いたします。 

   議案第６号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

  

１．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第６号について，原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 
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   全員賛成により，議案第６号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

   審議事項は以上です。 

続きまして報告事項について，２件一括して事務局より説明をお願いします。 

 

 １．事務局（古谷事務局長） 

   はい。報告事項①「農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対す 

る専決処分について」を報告いたします。２２ページになります。 

   今回，専決処分したものは１件です。 

受付番号１番，福岡地区の工業団地の事業用地としての売買になります。 

続きまして，報告事項②「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書につ 

いて」を報告いたします。議案書は２３ページから２６ページになります。 

   今回の合意解約は１６件です。 

   解約の理由ですが，耕作者変更のための解約が８件，所有者自身が耕作するものが 

５件，中間管理事業へ切り替えるものが１件，残る２件は受付番号２番，３番になりま

す，先月の総会で非農地証明の発行許可を受けた農地です。こちらは非農地となった部

分について解約をするものです。 

   報告事項は以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   以上で本日予定しました議案は，すべて終了しました。 

   これで，１１月定例総会を閉会いたします。 

 

 

              


